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衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
刑
務
官
、
検
察
官
等
に
係
る
政
府
予
算
等
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

全
国
の
刑
務
所
、
少
年
刑
務
所
及
び
拘
置
所
（
以
下
「
刑
事
施
設
」
と
い
う
。
）
の
平
成
二
十
年
度
末
に
お
け
る
収
容
人

員
は
、
七
万
六
千
百
三
十
二
人
で
あ
り
、
収
容
定
員
に
対
す
る
割
合
は
、
八
十
六
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
平
成
十
九
年
度
末
ま
で
に
七
千
五
百
人
、
二
十
年
度
末
ま
で
に
二
千
人
の
収
容
増
を
図
る
計
画
」
に
つ
い
て

は
、
平
成
二
十
年
十
月
に
島
根
あ
さ
ひ
社
会
復
帰
促
進
セ
ン
タ
ー
が
開
設
さ
れ
た
こ
と
等
に
よ
り
、
平
成
十
九
年
五
月
当
時

か
ら
平
成
二
十
一
年
四
月
十
三
日
ま
で
に
、
約
九
千
五
百
人
の
収
容
人
員
の
増
加
が
図
ら
れ
て
お
り
、
当
初
の
計
画
は
達
成

で
き
た
も
の
と
考
え
て
い
る
。

三
に
つ
い
て

刑
事
施
設
に
お
け
る
予
算
額
は
、
平
成
二
十
年
度
に
お
い
て
は
約
千
九
百
六
十
億
三
千
九
百
万
円
、
平
成
二
十
一
年
度
に

お
い
て
は
約
千
九
百
六
十
二
億
八
千
百
万
円
で
あ
る
。

こ
の
う
ち
、
刑
務
官
を
含
む
刑
事
施
設
職
員
（
以
下
「
刑
務
官
等
」
と
い
う
。
）
に
係
る
人
件
費
は
、
平
成
二
十
年
度
に

一



お
い
て
は
約
千
二
百
七
十
七
億
八
千
万
円
、
平
成
二
十
一
年
度
に
お
い
て
は
約
千
二
百
七
十
九
億
五
千
万
円
で
あ
る
。

四
に
つ
い
て

平
成
二
十
年
度
に
お
け
る
刑
務
官
等
の
増
員
に
つ
い
て
は
、
六
百
九
人
の
増
員
、
二
百
九
十
一
人
の
純
増
、
平
成
二
十
一

年
度
に
お
け
る
刑
務
官
等
の
増
員
に
つ
い
て
は
、
六
百
三
人
の
増
員
、
二
百
九
十
四
人
の
純
増
と
な
っ
て
い
る
。

五
に
つ
い
て

平
成
二
十
一
年
度
に
お
け
る
検
察
官
及
び
検
察
事
務
官
を
含
む
検
察
庁
職
員
（
以
下
「
検
察
庁
職
員
」
と
い
う
。
）
の
定

員
は
、
一
万
千
七
百
三
十
六
人
で
あ
り
、
そ
の
人
件
費
の
総
予
算
額
は
、
約
九
百
二
十
二
億
九
百
万
円
で
あ
る
。

六
に
つ
い
て

検
察
庁
職
員
の
定
員
は
、
平
成
十
一
年
度
に
お
い
て
は
一
万
千
三
百
五
十
七
人
、
平
成
十
二
年
度
に
お
い
て
は
一
万
千
三

百
四
十
八
人
、
平
成
十
三
年
度
に
お
い
て
は
一
万
千
三
百
二
十
二
人
、
平
成
十
四
年
度
に
お
い
て
は
一
万
千
三
百
二
十
二
人
、

平
成
十
五
年
度
に
お
い
て
は
一
万
千
三
百
三
十
八
人
、
平
成
十
六
年
度
に
お
い
て
は
一
万
千
四
百
二
十
八
人
、
平
成
十
七
年

度
に
お
い
て
は
一
万
千
四
百
八
十
三
人
、
平
成
十
八
年
度
に
お
い
て
は
一
万
千
五
百
三
十
二
人
、
平
成
十
九
年
度
に
お
い
て

は
一
万
千
五
百
八
十
人
、
平
成
二
十
年
度
に
お
い
て
は
一
万
千
六
百
四
十
一
人
で
あ
る
。

二



検
察
庁
に
お
け
る
人
件
費
の
総
予
算
額
は
、
平
成
十
一
年
度
に
お
い
て
は
約
九
百
億
六
千
五
百
万
円
、
平
成
十
二
年
度
に

お
い
て
は
約
九
百
六
億
四
千
九
百
万
円
、
平
成
十
三
年
度
に
お
い
て
は
約
九
百
五
億
三
百
万
円
、
平
成
十
四
年
度
に
お
い
て

は
約
九
百
七
億
二
千
五
百
万
円
、
平
成
十
五
年
度
に
お
い
て
は
約
八
百
九
十
六
億
三
千
三
百
万
円
、
平
成
十
六
年
度
に
お
い

て
は
約
八
百
八
十
一
億
四
千
九
百
万
円
、
平
成
十
七
年
度
に
お
い
て
は
約
八
百
九
十
三
億
五
千
四
百
万
円
、
平
成
十
八
年
度

に
お
い
て
は
約
八
百
九
十
四
億
八
千
万
円
、
平
成
十
九
年
度
に
お
い
て
は
約
九
百
五
億
三
千
五
百
万
円
、
平
成
二
十
年
度
に

お
い
て
は
約
九
百
九
億
七
千
七
百
万
円
で
あ
る
。

七
に
つ
い
て

法
務
省
と
し
て
は
、
刑
事
施
設
に
お
け
る
現
在
の
収
容
状
況
等
に
適
切
に
対
応
し
て
い
く
た
め
、
刑
務
官
等
の
増
員
を
含

め
、
必
要
な
刑
事
施
設
の
体
制
の
整
備
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
今
後
と
も
、
収
容
動
向
を
含
む
諸
般
の
事
情
を

考
慮
し
つ
つ
、
刑
事
施
設
の
体
制
の
整
備
に
つ
い
て
検
討
し
て
ま
い
り
た
い
。

八
に
つ
い
て

法
務
省
と
し
て
は
、
現
在
の
犯
罪
情
勢
及
び
司
法
制
度
改
革
等
に
適
切
に
対
応
し
て
い
く
た
め
、
検
察
庁
職
員
の
増
員
を

含
め
、
必
要
な
検
察
の
体
制
の
整
備
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
今
後
と
も
、
毎
年
の
事
件
数
、
犯
罪
動
向
を
含
む

三



諸
般
の
事
情
を
考
慮
し
つ
つ
、
検
察
の
体
制
の
整
備
に
つ
い
て
検
討
し
て
ま
い
り
た
い
。

四


